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 令和７年度庁議報告事項 

 第１８回庁議（２０２６年１月１３日）              総務部契約課 

                              

【件名】 

中野区公契約審議会の答申及び令和８年度労働報酬下限額の取扱いについて 

 

【要旨】(目的・内容・対象・時期・今後の方向等） 

中野区公契約条例第１３条に基づき設置した中野区公契約審議会において、令和８年度

労働報酬下限額に係る答申が出された。 

これを受け、区は同条例第８条第２項及び第３項の規定に基づき、業務委託契約・指定

管理協定に適用する令和８年度の労働報酬下限額を答申の内容どおり決定し、告示した。 

なお、工事又は製造の請負契約については、令和８年度に適用する公共工事設計労務単

価が、農林水産省及び国土交通省から公表され次第、答申に基づく単価計算を行い、告示

する。 

 

１ 答申概要 

（１）工事又は製造の請負契約に係る労働報酬下限額 

①熟練労働者・一人親方 

令和８年度の東京都における公共工事設計労務単価の各職種の単価に９０％を

乗じて得た額を１時間あたりの単価に換算した額とするのが妥当である。 

東京都における公共工事設計労務単価が設定されない職種については、類似す

る業務の職種における単価を準用するのが妥当である。 

②熟練労働者・一人親方以外の労働者（見習い・手元等） 

令和８年度の東京都における公共工事設計労務単価の軽作業員の単価に７０％

を乗じて得た額を１時間あたりの単価に換算した額とするのが妥当である。 

 

（２）工事又は製造以外の請負契約及び業務委託契約に係る労働報酬下限額 

中野区会計年度任用職員（用務・調理）の報酬を基本に、各種賃金動向等を勘案し

て得た額とするのが妥当である。 

  （１時間あたり１，５１０円） 

 

（３）指定管理協定に係る労働報酬下限額 

前記（２）と同額とするのが妥当である。ただし、中野区外に存する施設における

指定管理協定の労働報酬下限額は、各施設が所在する県の最低賃金法で定められてい

る地域別最低賃金額に、「東京都の最低賃金額に対する、指定管理協定の労働報酬下限

額として定めた額の増加率」を乗じて得た額とするのが妥当である。 
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２ 審議会 

開催日 

令和７年８月２２日（金）から計４回 

 

３ 今後のスケジュール（予定） 

  令和８年２月 工事又は製造の請負契約に係る労働報酬下限額の決定及び告示 


